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規　　　　　則

奈良市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律施行細則の一部を改正する規則をここに
公布する。

平成30年11月19日
奈良市長　仲　川　元　庸　

奈良市規則第49号

奈良市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
援するための法律施行細則の一部を改正する規則

奈良市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律施行細則（平成18年奈良市規則第80号）
の一部を次のように改正する。

第12条中「第30条第２項」を「第30条第３項」に改める。
第15条中「別記第12号様式」の次に「及び第12号様式

の２」を加える。
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別記第１号様式中　

「
 　　　を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　

「

 　　　に、

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

 を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

 に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「
□　地　域　移　行　支　援

「

□　地　域　移　行　支　援

□　地　域　定　着　支　援 を に、

□　地　域　定　着　支　援

」 」

別記第２号様式中

「 を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

 に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

□居　宅　介　護
□重　度　訪　問　介　護
□同　行　援　護
□行　動　援　護
□短　期　入　所
□重度障害者等包括支援

□ 居 宅 介 護 □ 就  労  定  着  支  援
□ 重 度 訪 問 介 護 □ 自  立  生  活  援  助
□ 同 行 援 護
□ 行 動 援 護
□ 短 期 入 所
□ 重度障害者等包括支援

ス支援型指定共同生活援助事業所の利用を希望する場合
に限る。）又は」に、「精神科病室」を「精神病室」に改
める。

「介護給付費又は」を「介護給付費、訓練等給付費（共同
生活援助に係るものであって入浴、排せつ又は食事等の
介護の提供を受けることを希望する場合及び日中サービ

障害支援区分の認定 有・無 　区分　１ ２ ３ ４ ５ ６ 有効期間
利用中のサービスの種類と内容等

障 害 支 援
区分の認定 有・無 区分　１ ２ ３ ４ ５ ６

　　　非該当
有効
期間

利用中のサービスの種類と内容等

受給者証番号

□居　宅　介　護
□重　度　訪　問　介　護
□同　行　援　護
□行　動　援　護
□短　期　入　所
□重度障害者等包括支援

□ 居 宅 介 護 □ 就  労  定  着  支  援
□ 重 度 訪 問 介 護 □ 自  立  生  活  援  助
□ 同 行 援 護
□ 行 動 援 護
□ 短 期 入 所
□ 重度障害者等包括支援

訓練等給付費の支給決定内容

障害支援区分

認定有効期間 　　年　月　日から　　　年　月　日まで

訓練等給付費の支給決定内容
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「第十二面及び第十三面」を「第十三面及び第十四面」に、

「

 を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　 　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

　別記第４号様式を次のように改める。

入所(居)日
　　　年　　月　　日
退所(居)日
　　　年　　月　　日
入所(居)日
　　　年　　月　　日
退所(居)日
　　　年　　月　　日

入所(居)日
　　　年　　月　　日

契約日
　　年　　月　　日

退所(居)日
　　　年　　月　　日

サービス提供終了日
　　年　　月　　日

入所(居)日
　　　年　　月　　日

契約日
　　年　　月　　日

退所(居)日
　　　年　　月　　日

サービス提供終了日
　　年　　月　　日

1

2

予備欄 予備欄

2

1

2

予備欄

（十一） （十二）

1

入所(居)日
　　　年　　月　　日
退所(居)日
　　　年　　月　　日
入所(居)日
　　　年　　月　　日
退所(居)日
　　　年　　月　　日

入所(居)日
　　　年　　月　　日

契約日
　　年　　月　　日

退所(居)日
　　　年　　月　　日

サービス提供終了日
　　年　　月　　日

入所(居)日
　　　年　　月　　日

契約日
　　年　　月　　日

退所(居)日
　　　年　　月　　日

サービス提供終了日
　　年　　月　　日

1

2

予備欄 予備欄

2

1

2

予備欄

（十一） （十二）

1

療養介護・共同生活援助・
施設入所支援事業者記入欄

番
号

事業者及びその
事業所の名称

入所 ( 居 ) 日
退所 ( 居 ) 日

事業者
確認印

療養介護・共同生活援助・
施設入所支援事業者記入欄

番
号

事業者及びその
事業所の名称

入所 ( 居 ) 日
退所 ( 居 ) 日

事業者
確認印

就労定着支援・自立生活援助・
事業者記入欄

番
号

事業者及びその
事業所の名称

利用開始日
利用終了日

事業者
確認印
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第４号様式（第８条、第１６条関係）
（表面）
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（裏面）

80万円以下のもの

16万円未満、障害児: 所得割28万円未満）に属する者

〈 20歳以上の方 〉

〈 20歳以上の方 〉

〈 20歳未満の方 〉

〈 20歳未満の方 〉



第368号 奈 良 市 公 報 平成30年12月17日
        （月 曜 日）

－ 6－

別記第12号様式中「高額障害福祉サービス等給付費支
給申請書」を「令第43条の５第１項に規定する高額障害
福祉サービス等給付費支給申請書」に改め、「添えて」の
次に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律施行令第43条の５第１項に規定する」を加
え、「・施設受給者証番号」を削り、同様式の次に次の１
様式を加える。

第12号様式の２（第15条関係）

（宛先）   奈良市長

令第 43 条の 5第 6項に規定する光学障害福祉サービス等給付費支給申請書

43 条の５第６項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給を申請します。
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附　則
この規則は、平成31年１月21日から施行する。

（平成30年11月19日掲示済）　

奈良市保健所・教育総合センター条例施行規則の一部
を改正する規則をここに公布する。

平成30年11月29日
奈良市長　仲　川　元　庸　

奈良市規則第51号

奈良市保健所・教育総合センター条例施行規則の
一部を改正する規則

奈良市保健所・教育総合センター条例施行規則（平成
23年奈良市規則第18号）の一部を次のように改正する。

第２条の見出し及び同条各号列記以外の部分中「開場
時間」を「入出庫時間」に改め、同条第１号を次のよう
に改める。

⑴　入出庫時間
ア　入庫時間　午前７時30分から午後９時まで
イ　出庫時間　午前７時30分から午後10時まで

第５条第３号を次のように改める。
⑶　条例別表に規定する総合センター利用者のうち、

次のいずれかに該当するものが乗車している自動車
ア　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15

条第４項に規定する身体障害者手帳の交付を受け
た者でその障害の級別が身体障害者福祉法施行規
則（昭和25年厚生省令第15条）別表第５号の１級
から４級までであるもの

イ　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第12条第１
項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法（昭
和35年法律第37号）第12条第１項に規定する知的
障害者更生相談所において知的障害と判定された
者に対して交付する療育手帳の交付を受けた者

ウ　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭
和25年法律第123号）第45条第２項に規定する精神
障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
附　則

この規則は、平成30年12月１日から施行する。
（平成30年11月29日掲示済）　

告　　　　　示

奈良市告示第639号

平成31年度奈良市建設工事等入札参加資格審査申請要
領を次のように定める。

平成30年11月20日
奈良市長　仲　川　元　庸　

平成31年度奈良市建設工事等入札参加資格審査申
請要領

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の５
第１項及び第167条の11第２項の規定により､ 平成31・32
年度（平成31年度）において、奈良市が発注する建設工

別記第24号様式中「補装具費（購入・修理）支給申請書」
を「補装具費（購入・借受け・修理）支給申請書」に、「（購
入・修理）の」を「（購入・借受け・修理）の」に、「購入・
修理を」を「購入・借受け・修理を」に改める。

附　則
（施行期日等）

１　この規則は、公布の日から施行し、この規則による
改正後の奈良市障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律施行細則（以下「新規則」と
いう。）別記第１号様式、第２号様式、第４号様式、第
12号様式、第12号様式の２及び第24号様式の規定は、
平成30年４月１日以後の利用に係る障害福祉サービス
及び高額障害福祉サービスについて適用する。
（経過措置）

２　この規則の施行の際現に提出されているこの規則に
よる改正前の奈良市障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律施行細則（以下「旧規則」
という。）別記第１号様式、第４号様式、第12号様式及
び第24号様式の規定による申請書は、それぞれ新規則
別記第１号様式、第４号様式、第12号様式及び第24号
様式の規定による申請書とみなす。

３　この規則の施行の際、旧規則別記第２号様式の規定
に基づき交付されている障害福祉サービス受給者証は、
新規則別記第２号様式の規定に基づく障害福祉サービ
ス受給者証とみなす。

４　この規則の施行の際、現に旧規則の規定に基づき作
成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使
用することができる。

（平成30年11月19日掲示済）　
　

奈良市役所連絡所設置規則及び奈良市消防団の組織等
に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成30年11月19日
奈良市長　仲　川　元　庸　

奈良市規則第50号

奈良市役所連絡所設置規則及び奈良市消防団の組
織等に関する規則の一部を改正する規則

（奈良市役所連絡所設置規則の一部改正）
第１条　奈良市役所連絡所設置規則（昭和52年奈良市規

則第７号）の一部を次のように改正する。
　別表奈良市伏見連絡所の項中「西大寺国見町二丁目」
を「西大寺国見町二丁目　西大寺国見町三丁目」に、「横
領町」を「横領町　菅原東一丁目　菅原東二丁目」に
改める。
（奈良市消防団の組織等に関する規則の一部改正）

第２条　奈良市消防団の組織等に関する規則（平成12年
奈良市規則第18号）の一部を次のように改正する。
　別表第１西部方面隊の部伏見分団の項中「西大寺国
見町二丁目」の次に「、西大寺国見町三丁目」を、「菅
原町」の次に「、菅原東一丁目、菅原東二丁目」を加
える。
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平成31年１月15日（火）から平成31年１月31日（木）
まで（土・日曜日を除く。）
※郵送分については、平成31年１月４日（金）から

受付します。
３　受付時間

午前10時～正午、午後１時30分～午後４時
４　受付場所

奈良市役所庁舎北棟５階　契約課　
＜問い合わせ先＞ 奈良市 会計契約部 契約課　契約係　

電話番号　0742－34－4743
５　申請方法

⑴　市内業者は持参受付に限ります。後日、入札参加
資格審査結果通知書を郵送しますので、82円切手を
貼り付けた返信用封筒に住所・業者名・担当者名を
明記のうえお持ちください。
※同通知書（原本）は申請業者へ郵送します。行政

書士等による代理申請において、代理人の方にも
同通知書（写し）の郵送を必要とする場合は、郵
送先住所、氏名等を明記した返信用封筒をさらに
１通お持ちください。（切手が必要です。）

⑵　準市内業者及び市外業者は、郵送での申請をして
ください。郵送受付は平成31年１月31日（木）まで
の消印有効とします。後日､ 入札参加資格審査申請
書受付票及び入札参加資格審査結果通知書を郵送し
ますので、82円切手を貼り付けた返信用封筒に住所・
業者名・担当者名を明記のうえ、 　　 同封してくだ
さい。（２通それぞれに切手が必要です。）
※同受付票及び通知書（原本）は申請業者へ郵送し

ます。行政書士等による代理申請において、代理
人の方にも同受付票及び同通知書（写し）の郵送
を必要とする場合は、郵送先住所、氏名等を明記
した返信用封筒をさらに２通同封してください。

（切手が必要です。）
６　郵送先　

〒630－8580
奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市役所 会計契約部 契約課 契約係

７　登録有効期間
⑴　市外業者　　　　　　　２年間（平成31・32年度）
⑵　市内業者・準市内業者　１年間（平成31年度）

８　有資格者の決定
　　資格審査の結果､ その内容が適正であると認めたも

のを有資格者と決定します。
９　その他留意事項

⑴　申請書の添付書類が不足している場合及び記載内
容が確認できない場合には入札参加資格を保留しま
す。十分精査のうえ、期日までに提出してください。

⑵　提出書類の内容と事実が相違していることが後日
判明したときは、事実確認を行ったうえ、入札参加
資格を取り消す場合があります。

⑶　各証明書（原本及び写し）は、申請日以前３か月

２通

事、測量・建設コンサルタント等の入札、見積合せに参
加する者に必要な資格及び申請方法等を定めたので､ 入
札、見積合せに参加しようとされる方は、以下の要領に
より入札参加資格審査申請書を提出してください。

市外業者（市内に建設業法（昭和24年法律第100号）等
に基づく本店及び支店等を有しない者）については、今
回は基準年受付となり、平成31・32年度の２年間の有効
期間となります。なお、市内業者（市内に建設業法等に
基づく本店を有する者）及び準市内業者（市内に建設業
法等に基づく支店等を有する者）については、追加年受
付となり、平成31年度のみの有効期間となります。対象は、
新規に申請される方及び平成30年２月に申請されなかっ
た方です。
１　入札参加者の資格

⑴　成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で、復権
を得ない者でないこと。

⑵　奈良市の市・県民税（法人においては法人市民税）
及び奈良市の固定資産税に係る滞納がないこと。市
外業者においては所得税（法人においては法人税）
及び奈良市の固定資産税に係る滞納がないこと。

⑶　奈良市の国民健康保険料の滞納がないこと。
⑷　奈良市の水道料金及び下水道使用料の未納がない

こと。
⑸　「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」

の雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入有無
欄において、「有」又は「除外」と表示されている者。

⑹　次のいずれにも該当しないもの
ア　役員等（法人にあっては役員、支配人及び支店

又は営業所（常時建設工事等の契約に関する業務
を行う事務所をいう。以下同じ。）の代表者を、個
人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所
の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団
員による不当な行為の防止等に関する法律（平成
３年法律第77号。以下「法」という。）第２条第６
号に規定する暴力団員という。以下同じ。）である
者。

イ　暴力団（法第２条第２号に規定する暴力団をい
う。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関
与している者。

ウ　役員等が、その属する法人、自己若しくは第三
者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与
える目的で、暴力団又は暴力団員を利用している
者。

エ　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等
を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは
積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関
与している者。

オ　ウ及びエに掲げる場合のほか、役員等が、暴力
団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を
有している者。

２　受付期間
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⑺　提出書類以外にも、必要に応じて審査に必要な書
類を提出していただく場合があります。

10　提出書類
次の各業者区分に応じ､ 必要な書類を提出してくださ

い。
⑴　建設業者
　　建設業法第３条第１項の規定する建設業者で､ か

つ、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（平
成29年９月１日から平成30年８月31日までの間に審
査基準日を有するもの）を受けている者

以内のものを提出してください。
⑷　関係書類提出後において､ 該当書類に変更が生じ

た場合は、その都度、会計契約部契約課に変更届を
提出してください。

⑸　提出書類は、紐とじ又はファイルとじにして提出
してください。（項目ごとにインデックスを貼付・番
号を記載）

⑹　提出いただいた入札参加資格審査申請書内容は、
奈良市情報公開条例に基づく非開示部分を除き公開
します。

①　入札参加資格審査申請書（第１号様式）
＊経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を受審した９業種（土木一式、建築一式、電気、管、舗装、塗装、

防水、造園及び解体）については、最大３業種までの申請となります。
②　 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（写し）（平成29年９月１日から平成30年８月31日までの間に審

査基準日を有するもの）
③　従業員名簿（第５号様式）
④　経営規模等評価申請書類のうち、技術職員名簿（写し）
⑤　経営規模等評価申請書類のうち、工事経歴書（２年分）（写し）
⑥　建設業許可申請書のうち、様式第七号［経営業務の管理責任者証明書］（写し）
⑦　 建設業許可申請書のうち、別紙四、様式第八号、様式第八号（一）又は（二）［専任技術者一覧表・専任技術者

証明書］（写し）
⑧　建設業許可通知書又は証明書（写し）
⑨　印鑑証明書（印影が鮮明なものに限り写し可）（法人 ･ 個人）
⑩　商業登記履歴事項全部証明書（写し）（法人のみ）
⑪　財務諸表（直近２年度分）

　・個人　　青色申告の場合：所得税確定申告書の写し、青色申告決算書（貸借対照表、損益計算書）の写し
　　　　　　白色申告の場合：所得税確定申告書の写し、収支内訳書の写し
　　　　　　（所得税確定申告書の写しは、個人番号（マイナンバー）の記載がないもの）
　・法人　　貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書

⑫　納税証明書（写し）
　・個人　　平成29・30年度分の市・県民税及び平成29・30年度分の固定資産税（奈良市で課税されている場合のみ）
　・法人　　 平成29・30年度分の法人市民税（ただし、入札参加資格審査申請時において平成30年度分が確定し

ていない場合は､ 平成28・29年度分）及び平成29・30年度分の固定資産税（奈良市で課税されてい
る場合のみ）

⑬　国民健康保険料納付証明書（写し）（個人業者のみで平成29・30年度分）
⑭　水道料金・下水道使用料納付証明書（写し）（奈良市企業局での証明で該当者のみ平成29年４月～平成30年９月分）
⑮　障害者雇用状況報告書（写し）（法律により提出が義務付けられているとき）
⑯　 労働保険料納付済証明書（雇用・労災）（写し）（労働局・労働保険事務組合等で証明されたもの。申告書・領

収書等は不可。）
⑰　調査票
⑱　誓約書
⑲　 入札参加資格審査申請書受付票（紐とじ又はファイルとじをしないで添付してください。インデックスも不要

です。）
※　 官公需適格組合（事業協同組合の場合）については、上記のほか、官公需適格組合の証明を受けていることを

明らかにする書面、組合員名簿（組合員の商号又は名称、住所、電話番号及び組合における役職名が記載され
ているもの）及び審査対象とする組合員の②に掲げる書面を提出してください。

＜市内業者＞ （市内に建設業法に基づく本店を有する者）（各証明書は、申請日以前３か月以内のものを提出してくだ
さい。）
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①　入札参加資格審査申請書（第２号様式）
②　 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（写し）（平成29年９月１日から平成30年８月31日までの間に審

査基準日を有するもの）
③　経営規模等評価申請書類のうち、技術職員名簿（写し）
④　経営規模等評価申請書類のうち、工事経歴書（２年分）（写し）
⑤　営業所一覧表
⑥　建設業許可通知書又は証明書（写し）
⑦　建設業許可申請書の別表、別紙二（１）又は二（２）（写し）［営業所の許可業種や営業所情報がわかる部分 ]
⑧　委任状（原本）（営業所等に権限を委任する場合に限る。）
⑨　印鑑証明書（印影が鮮明なものに限り写し可）（法人 ･ 個人）
⑩　商業登記履歴事項全部証明書（写し）（法人のみ）
⑪　納税証明書（写し）
　・個人　　平成29・30年度分の市・県民税及び平成29・30年度分の固定資産税（奈良市で課税されている場合のみ）
　・法人　　 平成29・30年度分の法人市民税（ただし、入札参加資格審査申請時において平成30年度分が確定して

いない場合は､ 平成28・29年度分）及び平成29・30年度分の固定資産税（奈良市で課税されている場
合のみ）

⑫　水道料金・下水道使用料納付証明書（写し）（奈良市企業局での証明で該当者のみ平成29年４月～平成30年９月分）
⑬　障害者雇用状況報告書（写し）（法律により提出が義務付けられているとき）
⑭　 労働保険料納付済証明書（雇用・労災）（写し）（労働局・労働保険事務組合等で証明されたもの。申告書・領

収書等は不可。）
⑮　調査票
⑯　誓約書
⑰　 入札参加資格審査申請書受付票（紐とじ又はファイルとじをしないで添付してください。インデックスも不要

です。）

＜準市内業者＞ （市内に建設業法に基づく支店等を有する者）（各証明書は、申請日以前３か月以内のものを提出して
ください。）

①　入札参加資格審査申請書（第２号様式）
②　 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（写し）（平成29年９月１日から平成30年８月31日までの間に審

査基準日を有するもの）
③　経営規模等評価申請書類のうち、技術職員名簿（写し）
④　経営規模等評価申請書類のうち、工事経歴書（２年分）（写し）
⑤　営業所一覧表
⑥　建設業許可通知書又は証明書（写し）
⑦　建設業許可申請書の別表、別紙二（１）又は二（２）（写し）[ 営業所の許可業種や営業所情報がわかる部分 ]
⑧　委任状（原本）（支店等に権限を委任する場合に限る。）
⑨　印鑑証明書（印影が鮮明なものに限り写し可）（法人 ･ 個人）
⑩　商業登記履歴事項全部証明書（写し）（法人のみ）
⑪　所得税（法人においては法人税）及び固定資産税に係る納税証明書（写し）
　・個人　 （その３）又は（その３の２）様式及び平成29・30年度分の固定資産税（奈良市で課税されている場合のみ）
　・法人　 （その３）又は（その３の３）様式及び平成29・30年度分の固定資産税（奈良市で課税されている場合のみ）
⑫　障害者雇用状況報告書（写し）（法律により提出が義務付けられているとき）
⑬　 労働保険料納付済証明書（雇用・労災）（写し）（労働局・労働保険事務組合等で証明されたもの。申告書・領

収書等は不可。）
⑭　調査票
⑮　誓約書
⑯　 入札参加資格審査申請書受付票（紐とじ又はファイルとじをしないで添付してください。インデックスも不要

です。）
※　税務署での納税証明申請手続については、国税庁のホームページ（http://www.nta.go.jp/）で確認してください。

＜市外業者＞ （市内に建設業法に基づく本店及び支店等を有しない者）（各証明書は、申請日以前３か月以内のものを
提出してください。）
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４．地質調査業者（地質調査業者登録規程による登
録業者）

５．補償コンサルタント業者（補償コンサルタント
登録規程による登録業者）

６．その他（１～５以外で調査業務等について営業
する者）

⑵  測量・建設コンサルタント等
１．建設コンサルタント業者（建設コンサルタント

登録規程による登録業者）
２．測量業者（測量法（昭和24年法律第188号）によ

る登録業者）
３．建築設計業者（建築士法（昭和25年法律第202号）

による登録業者）

①　入札参加資格審査申請書（第３号様式の１・第３号様式の２）
②　業態調書（業態調書に記載のない業務については、余白に記入してください。）
③　技術職員名簿
④　営業に関し、法律上必要とする登録の証明書（写し）
⑤　業務実績調書（過去２年分）（任意様式）
⑥　財務諸表（直近１年度分）

なお、建設コンサルタント業者、地質調査業者及び補償コンサルタント業者にあっては、現況報告書を必ず提
出すること。

⑦　営業所一覧表
⑧　委任状（原本）（支店等に権限を委任する場合に限る。）
⑨　印鑑証明書（印影が鮮明なものに限り写し可）（法人 ･ 個人）
⑩　商業登記履歴事項全部証明書（写し）（法人のみ）
⑪　納税証明書（写し）

 ･ 市内業者及び準市内業者
　　　個人　平成29・30年度分の市・県民税及び平成29・30年度分の固定資産税（奈良市で課税されている場合のみ）
　　　法人　 平成29・30年度分の法人市民税（ただし、入札参加資格審査申請時において平成30年度分が確定して

いない場合は､ 平成28・29年度分）及び平成29・30年度分の固定資産税（奈良市で課税されている場
合のみ）

 ･ 市外業者
　所得税（法人においては法人税）及び固定資産税に係る納税証明書（写し）
　　　個人　（その３）又は（その３の２）様式及び平成29・30年度分の固定資産税（奈良市で課税されている場合のみ）
　　　法人　 （その３）又は（その３の３）様式及び平成29・30年度分の固定資産税（奈良市で課税されている場合のみ）
⑫　国民健康保険料納付証明書（写し）（市内個人業者のみで平成29・30年度分）
⑬　水道料金・下水道使用料納付証明書（写し）（奈良市企業局での証明で該当者のみ平成29年４月～平成30年９月分）
⑭　障害者雇用状況報告書（写し）（法律により提出が義務付けられているとき）
⑮　 労働保険料納付済証明書（雇用・労災）（写し）（労働局・労働保険事務組合等で証明されたもの。申告書・領

収書等は不可。）
⑯　調査票
⑰　誓約書
⑱　 入札参加資格審査申請書受付票（紐とじ又はファイルとじをしないで添付してください。インデックスも不要

です。）
※　税務署での納税証明申請手続については、国税庁のホームページ（http://www.nta.go.jp/）で確認してください。

＜市内業者・準市内業者・市外業者共通＞（各証明書は、申請日以前３か月以内のものを提出してください。）

①　入札参加資格審査申請書（第４号様式）
②　取扱品目一覧表
③　年間平均取扱高・製造高（販売・納入先等実績）、経営規模（自己資本金、職員数、営業年数）等を示す書類
④　印鑑証明書（印影が鮮明なものに限り写し可）（法人・個人）
⑤　商業登記履歴事項全部証明書（写し）（法人のみ）
⑥　納税証明書（写し）

 ･ 市内業者及び準市内業者
　　　個人　平成29・30年度分の市・県民税及び平成29・30年度分の固定資産税（奈良市で課税されている場合のみ）

⑶　建設工事関係の物品供給業者（各証明書は、申請日以前３か月以内のものを提出してください。）
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許可、登録、認可等を受けていること。
⑸　申請者から提出された別表第１に掲げる提出書類

の審査によりその内容が適正と認められること。
⑹　次のいずれにも該当しないもの

ア　役員等（法人にあっては役員、支配人及び支店
又は営業所（常時物品購入等の契約に関する業務
を行う事務所をいう。以下同じ。）の代表者を、個
人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所
の代表者をいう。以下同じ）が暴力団員（暴力団
員による不当な行為の防止等に関する法律（平成
３年法律第77号。以下「法」という。）第２条第６
号に規定する暴力団員という。以下同じ。）である
者。

イ　暴力団（法第２条第２号に規定する暴力団をい
う。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関
与している者。

ウ　役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者
の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える
目的で、暴力団又は暴力団員を利用している者。

エ　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等
を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは
積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関
与している者。

オ　ウ及びエに掲げる場合のほか、役員等が、暴力
団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を
有している者。

２　受付期間及び時間
⑴　受付期間

（平成30年11月20日掲示済）　
　
奈良市告示第640号

平成31・32年度奈良市・奈良市企業局物品購入等入札
参加資格審査申請要領を次のように定めます。
　平成30年11月20日

奈良市長　仲　川　元　庸　
平成31・32年度　奈良市・奈良市企業局物品購入
等入札参加資格審査申請要領

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の５
第１項及び第167条の11第２項の規定により、平成31・32
年度において、奈良市又は奈良市企業局が発注する物品
の製造の請負、物件の買入れその他奈良市長又は奈良市
公営企業管理者が定める契約等の入札・見積合せに参加
する者に必要な資格及び申請方法等を定めたので、入札・
見積合せに参加しようとされる方は、以下の要領により
入札参加資格審査申請書（物品購入等）を提出してくだ
さい。
１　入札に参加する者に必要な資格

⑴　成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を
得ない者でないこと。

⑵　奈良市の市・県民税（法人においては法人市民税）
及び奈良市の固定資産税に係る滞納がないこと。市
外業者においては所得税（法人においては法人税）
及び奈良市の固定資産税に係る滞納がないこと。

⑶　奈良市の国民健康保険料の滞納がないこと。
⑷　法令等の規定により営業に関し免許、許可、登録、

認可等を要する場合は、申請時において当該免許、

　　　法人　 平成29・30年度分の法人市民税（ただし、入札参加資格審査申請時において平成30年度分が確定して
いない場合は､ 平成28・29年度分）及び平成29・30年度分の固定資産税（奈良市で課税されている場
合のみ）

 ･ 市外業者
　所得税（法人においては法人税）及び固定資産税に係る納税証明書（写し）
　　　個人　（その３）又は（その３の２）様式及び平成29・30年度分の固定資産税（奈良市で課税されている場合のみ）
　　　法人　 （その３）又は（その３の３）様式及び平成29・30年度分の固定資産税（奈良市で課税されている場合のみ）
⑦　国民健康保険納付証明書（写し）（市内個人業者のみで平成29・30年度分）
⑧　水道料金・下水道使用料納付証明書（写し）（奈良市企業局での証明で該当者のみ平成29年４月～平成30年９月分）
⑨　障害者雇用状況報告書（写し）（法律により提出が義務付けられているとき）
⑩　 労働保険料納付済証明書（雇用・労災）（写し）（労働局・労働保険事務組合等で証明されたもの。申告書・領

収書等は不可。）
⑪　調査票
⑫　誓約書
⑬　 入札参加資格審査申請書受付票（紐とじ又はファイルとじをしないで添付してください。インデックスも不要です。）
※　税務署での納税証明申請手続については、国税庁のホームページ（http://www.nta.go.jp/）で確認してください。

市内業者 平成30年12月10日（月）～平成30年12月21日（金）※土曜・日曜を除く。

準市内業者
市外業者

平成30年12月３日（月）～平成30年12月21日（金）※土曜・日曜を除く。

※準市内業者…奈良市内に支店または営業所を有する業者
⑵　受付時間 　午前10時～正午、午後１時30分～午後４時
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６　その他留意事項
⑴　各証明書（原本及び写し）は、申請日以前３か月

以内のものを提出してください。
⑵　使用印鑑届は、実印でなくても結構ですが、入札

及び見積りの参加並びに契約の締結、代金の請求・
受領等に使用することとなるので、十分留意してく
ださい。

⑶　申請書等の記載内容を確認できない場合、又は提
出書類が不足している場合には入札参加資格を保留
します。

⑷　この登録制度について、審査後は業者名簿に登録
されますが、直ちに発注があるという制度ではあり
ません。

⑸　提出書類の内容と事実が相違していることが後日
に判明したときは、入札参加資格を取り消すことが
あります。

⑹　提出していただいた入札参加資格審査申請書内容
は、奈良市情報公開条例に基づく非開示部分を除き
公開します。

７　問い合わせ先 
奈良市会計契約部契約課契約係
電話番号　0742－34－4743（ダイヤルイン）
奈良市企業局管理部企業技術監理課入札係
電話番号　0742－34－5200（代表）
※申請書１通で、奈良市及び奈良市企業局への登録が

可能です。

３　受付場所及び申請方法
⑴　受付場所

　奈良市役所庁舎北棟６階　第18会議室（持参受付
の方のみ）　

⑵　申請方法
　　　市内業者… 別表第１の書類をクリアーホルダー

（Ａ４）に入れ、　　　　   でのみ受
付けます。

　　　準市内・市 外業者……別表第１の書類をクリアー
ホルダー（Ａ４）に入れ、　　　　　
でのみ受付けます。

※１　持参申請の方は、後日入札参加資格審査結果通知
書を送付しますので、申請書類と一緒に住所・業者名・
担当者名を明記し82円切手を貼り付けた返信用封筒
をお持ちください。

※２　郵送申請は、受付期間最終日までの消印有効とし
ます。また、入札参加資格審査申請書受付票及び入
札参加資格審査結果通知書を送付しますので、住所・
業者名・担当者名を明記し82円切手を貼り付けた返
信用封筒え、 　　 同封してください。（それぞれに切
手が必要です。）

４　郵送先
〒630－8580
奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市会計契約部契約課

５　登録有効期間
２年間（平成31年４月１日～平成33年３月31日）

持参申請

郵送申請

２通
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札
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加
資
格
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査
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請
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○
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す
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れ
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書
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ア
ー
ホ
ル
ダ
ー
（
Ａ
４
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て
く
だ
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い
。
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奈良駅周辺自転車等放置禁止区域　　
４　保管場所

　奈良市大安寺西二丁目288番地の１
　奈良市自転車等保管施設

５　引取期間
　告示日から60日間。ただし、奈良市の休日を定める
条例（平成元年奈良市条例第３号）第１条第１項に規
定する市の休日（毎月の第２及び第４土曜日を除く。）
を除く。

６　引取時間
　午前９時から午後４時30分まで

７　引取りのための必要事項
⑴　印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認で

きるもの（学生証・運転免許証・保険証等）をお持
ちください。

⑵　次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収しま
す。

　　ア　移動費　自転車　　　　　2,000円
　　　　　　　　原動機付自転車　4,000円
　　イ　 保管費　 1,000円（ただし、移動日から14日以

内は無料）
８　連絡先

奈良市市民生活部　交通政策課
電話0742－34－1111代表

（平成30年11月20日掲示済）　

奈良市告示第643号

介護保険法（平成９年法律第123号）第78条の５第２項
の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者より廃
止の届出がありましたので、第78条の11第２号の規定に
より公示します。

平成30年11月21日
　奈良市長　仲　川　元　庸　

奈良市告示第641号

狂犬病予防法（昭和25年法律第247号）第６条第１項の
規定により、下記のとおり飼育者不明の犬を収容しまし
たので、同法第６条第８項の規定により公示します。

平成30年11月20日
奈良市長　仲　川　元　庸　
記

収容日時：平成30年11月19日　10時30分
場　　所：水間町
種　　類：柴犬
毛　　色：茶
性　　別：メス
推定年齢：８才
体　　格：中
備　　考：首輪なし

（平成30年11月20日掲示済）　
　
奈良市告示第642号

奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈
良市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止
区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、
保管したので、同条例第10条第１項の規定により告示し
ます。

平成30年11月20日
　奈良市長　仲　川　元　庸　

１　移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２　移動年月日
平成30年11月20日

３　移動対象区域
　近鉄大和西大寺駅周辺、近鉄西ノ京駅周辺及びＪＲ

改正する告示を次のように定める。
平成30年11月26日

奈良市長　仲　川　元　庸　
奈良市ななまるカード優遇措置事業実施要綱の一
部を改正する告示

奈良市ななまるカード優遇措置事業実施要綱（平成14
年奈良市告示第390号）の一部を次のように改正する。

第７条第３項中「実費相当額として500円」を「交付に
要する実費相当額（郵送料を含む。）として1,000円」に改
める。

附　則

（平成30年11月21日掲示済）　

奈良市告示第644号

平成30年11月29日奈良市議事堂に奈良市議会定例会を
招集します。

平成30年11月22日
　奈良市長　仲　川　元　庸　
（平成30年11月22日掲示済）　

奈良市告示第645号

奈良市ななまるカード優遇措置事業実施要綱の一部を

事業所番号
事業所 事業者

廃止年月日
所在地 名称 法人所在地 法人名 法人番号

2970104911
奈良市四条大路
二丁目860－１

ぽれぽれ四条大路
リハビリ・サロン

奈良市登美ヶ丘二
丁目２番15

株式会社ひまわ
りの会

1150001001997 
平成30年
12月31日

【地域密着型通所介護】
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（平成30年11月27日掲示済）　

奈良市告示第647号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次の
とおり公告します。

なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整
備部開発指導課において一般の閲覧に供します。

平成30年11月27日
　奈良市長　仲　川　元　庸　

１　許可の年月日及び番号
平成30年５月31日　奈良市指令整開　第 18Ａ－５ 号

２　検査済証の交付年月日及び番号
開発行為　　　平成30年11月27日　　　第 1660 号
公共施設　　　平成30年11月27日　　　第 808 号

３　開発区域に含まれる地域
奈良市大安寺二丁目48番１及び51番の一部

４　開発許可を受けた者の住所及び氏名
奈良市大宮町一丁目６番21
株式会社　やまと不動産　代表取締役　森本　勇人

５　公共施設の種類、位置及び区域
⑴　道路

奈良市告示第646号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項
の規定により、同法による介護扶助を担当する機関を次
のとおり指定しましたので、同法第55条の３の規定によ
り告示します。

平成30年11月27日
　奈良市長　仲　川　元　庸　

（施行期日）
１　この告示は、平成31年４月１日より施行する。

（経過措置）
２　この告示による改正後の奈良市ななまるカード優遇

措置事業実施要綱第７条第３項の規定は、平成31年４
月１日以後の申請に係る実費相当額から適用し、同日
前の申請に係る実費相当額については、なお従前の例
による。

（平成30年11月26日掲示済）　

奈良市大安寺二丁目48番１及び51番の各一部
⑵　下水道

奈良市大安寺二丁目48番１及び51番の各一部
（平成30年11月27日掲示済）　

奈良市告示第648号

奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈
良市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止
区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、
保管したので、同条例第10条第１項の規定により告示し
ます。

平成30年11月27日
　奈良市長　仲　川　元　庸　

１　移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２　移動年月日
平成30年11月27日

３　移動対象区域
　近鉄大和西大寺駅周辺、近鉄西ノ京駅周辺及び近鉄
奈良駅周辺自転車等放置禁止区域

以下省略
（平成30年11月27日掲示済）　

指定介護機関

施設又は実施する事業の種類 指定年月日名称 所在地
開設者

名称 主たる事務所の所在地

福祉用具いまにし 奈良県奈良市此瀬町353番地
居宅　福祉用具貸与
居宅　特定福祉用具販売
介護予防　福祉用具貸与
介護予防　特定福祉用具販売

平成30年11月１日
株式会社今西住設ガスセン
ター

奈良県奈良市此瀬町353番地

訪問介護ココピタスマイル
奈良県奈良市学園朝日元町
一丁目1898番地の５

居宅　訪問介護
訪問型サービス（独自）
訪問型サービス（独自 / 定率）

平成30年11月１日
株式会社ココピタスマイル

奈良県奈良市朱雀一丁目７
番地の４

デイサービスペルメールケ
ア奈良六条

奈良県奈良市六条二丁目４
－８

地域密着型通所介護 平成30年11月１日
株式会社 CareNation

千葉県千葉市中央区矢作町
185－11

医療法人新仁会　奈良春日
病院　介護医療院

奈良県奈良市鹿野園町1212
番地の１

介護医療院サービス 平成30年11月１日
医療法人　新仁会（社団）

奈良県奈良市鹿野園町1212
番地の１
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保健給食課
監査結果公表日　 平成30年１月19日（奈良市監査委員告

示第１号）
措置結果通知日　平成30年11月５日

保健所・教育総合センター管理課
監査結果公表日　 平成29年７月３日（奈良市監査委員告

示第12号）
措置結果通知日　平成30年11月19日

監　　　　　査

奈良市監査委員告示第16号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の規
定により、監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知が
あったので、次のとおり公表します。

平成30年11月30日
奈良市監査委員　東　口　喜代一
同　　　　　　　中　本　　　勝
同　　　　　　　道　端　孝　治
同　　　　　　　三　橋　和　史

生涯学習課
監査結果公表日　 平成30年１月19日（奈良市監査委員告

示第１号）
措置結果通知日　平成30年10月31日

[ 監査の結果 ] [ 措置の内容 ]
⑴　青少年野外活動センター

の使用料の収納事務を指定
管理者に委託しており、使
用料の算定は、住所地（市
内、市外）等により異なる
が、使用者名簿に住所の記
載漏れが数件あった上、使
用者名簿を受領していない
事例も見受けられた。また、
使用承認申請書及び領収書
控えに連番が付されていな
かった。

　　これらのことから、収納
された金額が適正であるか
の判断ができない状況で
あった。所管課は、公金で
ある使用料の収納事務を委
託していることを十分に認
識し、施設の使用状況及び
使用料の収納状況を把握
し、収納された金額が正確
であるか確認されたい。

⑷　「奈良市指定管理者選定
委員会の設置に関する予算
要求について（通知）」に
おいて、平成29年度から指
定管理者選定委員会の委員
に費用弁償を支給すること
となっているが、奈良市教
育委員会指定管理者選定委
員会設置規則を改正してい
なかったため、黒髪山キャ
ンプフィールド指定管理者
選定委員会において、委員

⑴　平成30年４月申請分か
ら、指定管理者へ使用承認
申請書、使用者名簿、連番
が付された領収書控えの提
出を求め、収納された金額
が正確であるかの確認を行
うよう改善しました。

⑷　平成30年３月定例教育委
員会において、奈良市教育
委員会指定管理者選定委員
会設置規則を改正し、平成
30年度に実施した奈良市教
育委員会指定管理者選定委
員会において委員の費用弁
償を支給しました。

の費用弁償を支給していな
かった。

　同規則を改正した上で、費
用弁償を支給されたい。

[ 監査の結果 ] [ 措置の内容 ]
⑴　奈良市学校結核対策委員

会設置要領では、組織体で
あること、委員への委嘱行
為及び委員長の選出等の内
容が明記されており、「奈
良市附属機関及び懇談会等
の設置及び運営に関する指
針」（平成27年２月18日施行）
に基づき判断すると、附属
機関に該当することになる
が、条例を制定せず、報償
費が委員に支給されていた。

　　奈良市学校結核対策委員
会の条例を制定した上で、
委員には、報償費ではなく
報酬として支給されたい。

⑵　学校給食費用の領収書綴
を査閲したところ、現金分
任出納員が課の窓口で領収
する際、出張して収納する
場合に使用する個人印を領
収書に押印していた。

　　奈良市会計規則第10条第
１項の規定に則り、所定の
領収印を使用されたい。

⑴　平成30年６月議会におい
て、附属機関設置条例の一
部改正が議決され、これに
より附属機関となった。

　　７月以降は附属機関とし
て奈良市学校結核対策委員
会の運営を行い、委員には
報償費ではなく報酬を支給
した。

⑵　指摘を受けた以降は、奈
良市会計規則第10条第１項
の規定に則り、所定の領収
印を使用するよう改善し
た。

[ 監査の結果 ] [ 措置の内容 ]
平成27年度の定期監査に

おいても同様の指摘を行った
が、過電流継電器取替修理に
ついて、予定価格が20万円以
上であり、相手方が特定され
る契約ではないが、見積書を
１人の者からしか徴取してい
なかった。

奈良市契約規則第18条の２
第１項の規定に則り、２人以

奈良市保健所・教育総合セ
ンターにおける譲渡動物飼養
室・負傷動物収容室電気温水
器の修理について、予定価格
が20万円以上であったため、
奈良市契約規則第18条の２第
１項の規定に則り、平成30年
７月２日に２者から見積書を
徴取し見積り合わせを行いま
した。
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官民連携推進課（旧東部上下水道管理課）
監査結果公表日　 平成29年４月６日（奈良市監査委員告

示第７号）
措置結果通知日　平成30年11月20日

公園緑地課
監査結果公表日　 平成29年４月６日（奈良市監査委員告

示第７号）
措置結果通知日　平成30年11月22日

（平成30年11月30日掲示済）　

公　営　企　業

奈良市企業局告示第65号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第２項にお
いて準用する同法第62条第１項の規定により大和都市計
画（奈良国際文化観光都市建設計画）下水道事業奈良市
単独公共下水道の事業認可及び変更図書の写しの送付が
ありましたので、同法第63条第２項において準用する同
法第62条第２項の規定により次の場所で公衆の縦覧に供
します。

平成30年11月16日
奈良市公営企業管理者　

　池　田　　修　
【縦覧場所】
　　奈良市法華寺町264番地１
　　奈良市企業局管理部下水道計画管理課

【縦覧する図書】
　・事業地を表示する図面一式（位置図、平面図）
　・設計の概要を表示する図面一式

（平成30年11月16日掲示済）　

奈良市企業局告示第66号

上の者から見積書を徴取され
たい。

今後は契約規則に基づい
て、適正な契約事務を行いま
す。

[ 監査の結果 ] [ 措置の内容 ]
消火栓整備委託工事につい

て、見積書、完了届及び検収
書が添付されていなかった。

奈良市契約規則第18条の
２の規定に則り見積書を徴取
し、また、地方自治法第234
条の２の規定に則り、完了届
及び検収書を徴取されたい。

平成29年度から、消火栓整
備委託工事について、奈良市
契約規則第18条の２の規定に
則り、２人以上の者から見積
書を徴取し、また、地方自治
法第234条の２の規定に則り、
完了届を徴取し、検収した上
で検収書を作成し、委託工事
一件書類として整えるよう徹
底いたしました。

[ 監査の結果 ] [ 措置の内容 ]
⑴　施設修繕（31件）につい

て、完了届の徴取が行われ
ていなかった。 

　　地方自治法第234条の２
の規定に則り、完了届を徴
取されたい。

⑵　都市公園内での配電用支
持物及び電気通信線路設備
の設置に対し占用を許可し
ているが、支柱、支線及び
追支線の使用料を徴収して
いなかった。 

　　奈良市都市公園条例第９
条別表の規定に則り、適正
に事務処理を行われたい。

⑶　公園占用料において、占
用許可日に納入通知書を発
行し、納期限を２か月後と
定めていた事例が散見され
た。しかも、納期限から遅
延して納入された事例が２
件あった。

　　奈良市都市公園条例第13
条に、使用料は（中略）許
可を受けた際納入しなけれ
ばならないと規定されてい

⑴　平成29年度から、施設修
繕の完了届については、事
業の完了時に徴取するよう
に徹底いたしました。

⑵　平成30年度から、徴収し
ていなかった支柱、支線及
び追支線の使用料の取扱い
を見直し、奈良市都市公園
条例第９条別表の「その他
の柱類」として徴収するこ
ととしました。

⑶　公園の使用料の納付につ
いては、奈良市都市公園
条例第13条を平成29年12月
26日条例第42号により改正
し、「市長が指定する期日
までに一括して納入しなけ
ればならない。」と改めた
上で、納期限については、
通知日から20日後に統一
し、納期限内に納入してい
ただきました。

る。適正に事務処理を行わ
れたい。

⑷　配電用支持物の設置に係
る普通財産貸付契約におい
て、契約書第３条に、貸付
料は奈良市道路占用料に関
する条例の規定を準用しと
規定されているが、支柱及
び支線を含まずに貸付料の
算出を行っていた。しかも、
納期限から遅延して納入さ
れているが、督促状は送付
しておらず、遅延利息を請
求していなかった。適正に
事務処理を行われたい。

⑸　都市公園内で携帯電話基
地局を設置し、その周辺の
土地を囲って占用する場合
の使用料の算出について、
基地局本体分と周辺の土地
占用面積分を徴収している
事例、また、周辺の土地占
用面積分のみを徴収してい
る事例があった。統一した
使用料の算出を行い、適正
に徴収されたい。

⑷　平成30年度から、普通財
産貸付契約における支柱及
び支線については、その取
扱いを見直し、奈良市道路
占用料に関する条例の別表
の「その他の柱類」として、
貸付料を徴収することとし
ました。

　　また、貸付料については、
納期限内に納入していただ
きました。

⑸　平成30年度から、携帯電
話基地局の設置に係る使用
料については、「周辺の土
地占有面積分のみ」に統一
し、使用料を徴収すること
としました。
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員による不当な行為の防止等に関する法律（平成
３年法律第77号。以下「法」という。）第２条第６
号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である
者。

イ　暴力団（法第２条第２号に規定する暴力団をい
う。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関
与している者。

ウ　役員等が、その属する法人、自己若しくは第三
者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与
える目的で、暴力団又は暴力団員を利用している
者。

エ　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等
を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは
積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関
与している者。

オ　ウ及びエに掲げる場合のほか、役員等が、暴力
団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を
有している者。

２　受付期間
平成31年１月15日（火）から平成31年１月31日（木）
まで（土・日曜日を除く。）
※郵送分については、平成31年１月４日（金）から

受付します。
３　受付時間

午前10時～正午、午後１時30分～午後４時
４　受付場所

奈良市企業局２階　企業技術監理課　
　＜問い合わせ先＞ 奈良市企業局　管理部 企業技術監

理課　入札係　電話番号0742－34－
5200（局代表）

５　申請方法
⑴　市内業者は持参受付に限ります。後日、入札参加

資格審査結果通知書を郵送しますので、82円切手を
貼り付けた返信用封筒に住所・業者名・担当者名を
明記のうえお持ちください。
※同通知書（原本）は申請業者へ郵送します。行政

書士等による代理申請において、代理人の方にも
同通知書（写し）の郵送を必要とする場合は、郵
送先住所、氏名等を明記した返信用封筒をさらに
１通お持ちください。（切手が必要です。）

⑵　準市内業者及び市外業者は、郵送での申請をして
ください。郵送受付は平成31年１月31日（木）まで
の消印有効とします。後日､ 入札参加資格審査申請
書受付票及び入札参加資格審査結果通知書を郵送し
ますので、82円切手を貼り付けた返信用封筒に住所・
業者名・担当者名を明記のうえ、２通同封してくだ
さい。（２通それぞれに切手が必要です。）
※同受付票及び通知書（原本）は申請業者へ郵送し

ます。行政書士等による代理申請において、代理
人の方にも同受付票及び同通知書（写し）の郵送
を必要とする場合は、郵送先住所、氏名等を明記

平成31・32年度奈良市・奈良市企業局物品購入等入札
参加資格審査申請要領を次のように定めます。

平成30年11月20日
奈良市公営企業管理者　

　池　田　　修　
以下省略

（平成30年11月20日掲示済）　

奈良市企業局告示第67号

平成31年度奈良市企業局建設工事等入札参加資格審査
申請要領を次のように定めます。

平成30年11月21日
奈良市公営企業管理者　

池　田　　修　
平成31年度奈良市企業局建設工事等入札参加資格
審査申請要領

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の５
第１項及び第167条の11第２項の規定により､ 平成31・32
年度（平成31年度）において、奈良市企業局が発注する
建設工事、測量・建設コンサルタント等の入札、見積合
せに参加する者に必要な資格及び申請方法等を定めたの
で､ 入札、見積合せに参加しようとされる方は、以下の
要領により入札参加資格審査申請書を提出してください。

市外業者（市内に建設業法（昭和24年法律第100号）等
に基づく本店及び支店等を有しない者）については、今
回は基準年受付となり、平成31・32年度の２年間の有効
期間となります。なお、市内業者（市内に建設業法等に
基づく本店を有する者）及び準市内業者（市内に建設業
法等に基づく支店等を有する者）については、追加年受
付となり、平成31年度のみの有効期間となります。対象は、
新規に申請される方及び平成30年２月に申請されなかっ
た方です。
１　入札参加者の資格

⑴　成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で、復権
を得ない者でないこと。

⑵　奈良市の市・県民税（法人においては法人市民税）
及び奈良市の固定資産税に係る滞納がないこと。市
外業者においては所得税（法人においては法人税）
及び奈良市の固定資産税に係る滞納がないこと。

⑶　奈良市の国民健康保険料の滞納がないこと。
⑷　奈良市の水道料金及び下水道使用料の未納がない

こと。
⑸　「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」

の雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入有無
欄において、「有」又は「除外」と表示されている者。

⑹　次のいずれにも該当しないもの
ア　役員等（法人にあっては役員、支配人及び支店

又は営業所（常時建設工事等の契約に関する業務
を行う事務所をいう。以下同じ。）の代表者を、個
人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所
の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団
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以内のものを提出してください。
⑷　関係書類提出後において､ 該当書類に変更が生じ

た場合は、その都度、管理部企業技術監理課入札係
に変更届を提出してください。

⑸　提出書類は、紐とじ又はファイルとじにして提出
してください。（項目ごとにインデックスを貼付・番
号を記載）

⑹　提出いただいた入札参加資格審査申請書内容は、
奈良市情報公開条例に基づく非開示部分を除き公開
します。

⑺　提出書類以外にも、必要に応じて審査に必要な書
類を提出していただく場合があります。

10　提出書類
次の各業者区分に応じ､ 必要な書類を提出してくださ

い。
⑴　建設業者

　建設業法第３条第１項の規定する建設業者で､ か
つ、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（平
成29年９月１日から平成30年８月31日までの間に審
査基準日を有するもの）を受けている者

した返信用封筒をさらに２通同封してください。
（切手が必要です。）

６　郵送先
〒630－8001
奈良市法華寺町264番地１
奈良市企業局 管理部 企業技術監理課 入札係

７　登録有効期間
⑴　市外業者　　　　　　　２年間（平成31・32年度）
⑵　市内業者・準市内業者　１年間（平成31年度）

８　有資格者の決定
　資格審査の結果､ その内容が適正であると認めたも
のを有資格者と決定します。

９　その他留意事項
⑴　申請書の添付書類が不足している場合及び記載内

容が確認できない場合には入札参加資格を保留しま
す。十分精査のうえ、期日までに提出してください。

⑵　提出書類の内容と事実が相違していることが後日
判明したときは、事実確認を行ったうえ、入札参加
資格を取り消す場合があります。

⑶　各証明書（原本及び写し）は、申請日以前３か月

別
表

第
１

①　建設工事入札参加資格審査申請書（市内本店用（奈良市企業局の様式））
②　 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（写し）（平成29年９月１日から平成30年８月31日までの間に審

査基準日を有するもの）
③　従業員名簿（第５号様式）
④　経営規模等評価申請書類のうち、技術職員名簿（写し）
⑤　経営規模等評価申請書類のうち、工事経歴書（２年分）（写し）
⑥　建設業許可申請書のうち、様式第七号［経営業務の管理責任者証明書］（写し）
⑦　 建設業許可申請書のうち、別紙四、様式第八号、様式第八号（一）又は（二）［専任技術者一覧表・専任技術者

証明書］（写し）
⑧　建設業許可通知書又は証明書（写し）
⑨　印鑑証明書（印影が鮮明なものに限り写し可）（法人 ･ 個人）
⑩　商業登記履歴事項全部証明書（写し）（法人のみ）
⑪　財務諸表（直近２年度分）
　　・個人　　青色申告の場合：所得税確定申告書の写し、青色申告決算書（貸借対照表、損益計算書）の写し
　　　　　　　白色申告の場合：所得税確定申告書の写し、収支内訳書の写し
　　　　　　　（所得税確定申告書の写しは、個人番号（マイナンバー）の記載がないもの）
　　・法人　　貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書
⑫　納税証明書（写し）
　　・個人　　平成29・30年度分の市・県民税及び平成29・30年度分の固定資産税（奈良市で課税されている場合のみ）
　　・法人　　 平成29・30年度分の法人市民税（ただし、入札参加資格審査申請時において平成30年度分が確定し

ていない場合は､ 平成28・29年度分）及び平成29・30年度分の固定資産税（奈良市で課税されてい
る場合のみ）

⑬　国民健康保険料納付証明書（写し）（個人業者のみで平成29・30年度分）
⑭　水道料金・下水道使用料納付証明書（写し）（奈良市企業局での証明で該当者のみ平成29年４月～平成30年９月分）
⑮　障害者雇用状況報告書（写し）（法律により提出が義務付けられているとき）
⑯　 労働保険料納付済証明書（雇用・労災）（写し）（労働局・労働保険事務組合等で証明されたもの。申告書・領

収書等は不可。）
⑰　調査票

＜市内業者＞ （市内に建設業法に基づく本店を有する者）（各証明書は、申請日以前３か月以内のものを提出してくだ
さい。）
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⑱　誓約書
⑲　 入札参加資格審査申請書受付票（紐とじ又はファイルとじをしないで添付してください。インデックスも不要

です。）
※　官公需適格組合（事業協同組合の場合）については、上記のほか、官公需適格組合の証明を受けていることを

明らかにする書面、組合員名簿（組合員の商号又は名称、住所、電話番号及び組合における役職名が記載されて
いるもの）及び審査対象とする組合員の②に掲げる書面を提出してください。

①　入札参加資格審査申請書（第２号様式（奈良市企業局の様式））
②　 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（写し）（平成29年９月１日から平成30年８月31日までの間に審

査基準日を有するもの）
③　経営規模等評価申請書類のうち、技術職員名簿（写し）
④　経営規模等評価申請書類のうち、工事経歴書（２年分）（写し）
⑤　営業所一覧表
⑥　建設業許可通知書又は証明書（写し）
⑦　建設業許可申請書の別表、別紙二（１）又は二（２）（写し）［営業所の許可業種や営業所情報がわかる部分 ]
⑧　委任状（原本）（営業所等に権限を委任する場合に限る。）
⑨　印鑑証明書（印影が鮮明なものに限り写し可）（法人 ･ 個人）
⑩　商業登記履歴事項全部証明書（写し）（法人のみ）
⑪　納税証明書（写し）

・個人　　平成29・30年度分の市・県民税及び平成29・30年度分の固定資産税（奈良市で課税されている場合のみ）
・法人　　 平成29・30年度分の法人市民税（ただし、入札参加資格審査申請時において平成30年度分が確定し

ていない場合は､ 平成28・29年度分）及び平成29・30年度分の固定資産税（奈良市で課税されてい
る場合のみ）

⑫　 水道料金・下水道使用料納付証明書（写し）（奈良市企業局での証明で該当者のみ平成29年４月～平成30年９月分）
⑬　障害者雇用状況報告書（写し）（法律により提出が義務付けられているとき）
⑭　 労働保険料納付済証明書（雇用・労災）（写し）（労働局・労働保険事務組合等で証明されたもの。申告書・領

収書等は不可。）
⑮　調査票
⑯　誓約書
⑰　 入札参加資格審査申請書受付票（紐とじ又はファイルとじをしないで添付してください。インデックスも不要

です。）

①　入札参加資格審査申請書（第２号様式（奈良市企業局の様式））
②　 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（写し）（平成29年９月１日から平成30年８月31日までの間に審

査基準日を有するもの）
③　経営規模等評価申請書類のうち、技術職員名簿（写し）
④　経営規模等評価申請書類のうち、工事経歴書（２年分）（写し）
⑤　営業所一覧表
⑥　建設業許可通知書又は証明書（写し）
⑦　建設業許可申請書の別表、別紙二（１）又は二（２）（写し）[ 営業所の許可業種や営業所情報がわかる部分 ]
⑧　委任状（原本）（支店等に権限を委任する場合に限る。）
⑨　印鑑証明書（印影が鮮明なものに限り写し可）（法人 ･ 個人）
⑩　商業登記履歴事項全部証明書（写し）（法人のみ）
⑪　 所得税（法人においては法人税）及び固定資産税に係る納税証明書（写し）

・個人　（その３）又は（その３の２）様式及び平成29・30年度分の固定資産税（奈良市で課税されている場合のみ）
・法人　（その３）又は（その３の３）様式及び平成29・30年度分の固定資産税（奈良市で課税されている場合のみ）

⑫　障害者雇用状況報告書（写し）（法律により提出が義務付けられているとき）
⑬　 労働保険料納付済証明書（雇用・労災）（写し）（労働局・労働保険事務組合等で証明されたもの。申告書・領

＜市外業者＞ （市内に建設業法に基づく本店及び支店等を有しない者）（各証明書は、申請日以前３か月以内のものを
提出してください。）

＜準市内業者＞ （市内に建設業法に基づく支店等を有する者）（各証明書は、申請日以前３か月以内のものを提出して
ください。）
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４．地質調査業者（地質調査業者登録規程による登
録業者）

５．補償コンサルタント業者（補償コンサルタント
登録規程による登録業者）

６．その他（１～５以外で調査業務等について営業
する者）

⑵　測量・建設コンサルタント等
１．建設コンサルタント業者（建設コンサルタント

登録規程による登録業者）
２．測量業者（測量法（昭和24年法律第188号）によ

る登録業者）
３．建築設計業者（建築士法（昭和25年法律第202号）

による登録業者）

収書等は不可。）
⑭　調査票
⑮　誓約書
⑯　 入札参加資格審査申請書受付票（紐とじ又はファイルとじをしないで添付してください。インデックスも不要

です。）
※　税務署での納税証明申請手続については、国税庁のホームページ（http://www.nta.go.jp/）で確認してください。

①　入札参加資格審査申請書（第３号様式の１・第３号様式の２（奈良市企業局の様式））
②　業態調書（業態調書に記載のない業務については、余白に記入してください。）
③　技術職員名簿
④　営業に関し、法律上必要とする登録の証明書（写し）
⑤　業務実績調書（過去２年分）（任意様式）
⑥　財務諸表（直近１年度分）

なお、建設コンサルタント業者、地質調査業者及び補償コンサルタント業者にあっては、現況報告書を必ず提
出すること。

⑦　営業所一覧表
⑧　委任状（原本）（支店等に権限を委任する場合に限る。）
⑨　印鑑証明書（印影が鮮明なものに限り写し可）（法人 ･ 個人）
⑩　商業登記履歴事項全部証明書（写し）（法人のみ）
⑪　納税証明書（写し）
･ 市内業者及び準市内業者

個人　平成29・30年度分の市・県民税及び平成29・30年度分の固定資産税（奈良市で課税されている場合のみ）
法人　 平成29・30年度分の法人市民税（ただし、入札参加資格審査申請時において平成30年度分が確定して

いない場合は､ 平成28・29年度分）及び平成29・30年度分の固定資産税（奈良市で課税されている場
合のみ）

･ 市外業者
所得税（法人においては法人税）及び固定資産税に係る納税証明書（写し）

個人　（その３）又は（その３の２）様式及び平成29・30年度分の固定資産税（奈良市で課税されている場合のみ）
法人　（その３）又は（その３の３）様式及び平成29・30年度分の固定資産税（奈良市で課税されている場合のみ）

⑫　国民健康保険料納付証明書（写し）（市内個人業者のみで平成29・30年度分）
⑬　水道料金・下水道使用料納付証明書（写し）（奈良市企業局での証明で該当者のみ平成29年４月～平成30年９月分）
⑭　障害者雇用状況報告書（写し）（法律により提出が義務付けられているとき）
⑮　 労働保険料納付済証明書（雇用・労災）（写し）（労働局・労働保険事務組合等で証明されたもの。申告書・領

収書等は不可。）
⑯　調査票
⑰　誓約書
⑱　 入札参加資格審査申請書受付票（紐とじ又はファイルとじをしないで添付してください。インデックスも不要

です。）
※　税務署での納税証明申請手続については、国税庁のホームページ（http://www.nta.go.jp/）で確認してください。

＜市内業者・準市内業者・市外業者共通＞（各証明書は、申請日以前３か月以内のものを提出してください。）

（平成30年11月21日掲示済）　
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消　　　　　防

奈良市消防局告示第１号

消防法（昭和23年法律第186号）第８条第４項及び第
17条の４第１項の規定により次のとおり命令をしたので、
奈良市火災予防査察規程（平成19年奈良市消防局長訓令
甲第８号）第32条第１項の規定により公示します。

平成30年11月27日
奈良市消防局長　
藤　村　正　弘　

対象物所在地　　　　奈良市都祁南之庄町２番地の１
対象物名称　　　　　 高山タマキ所有建物（占有者、

株式会社共伸物流）
命令を受けたもの　　高山　タマキ（所有者）
上記対象物については、消防法第17条第１項違反と認

めるので、同法第８条第４項及び第17条の４第１項の規
定に基づき、次のとおり命令します。
命令事項

１　平成31年１月15日までに、倉庫棟に屋内消火栓設
備を設置すること。

（消防法第17条第１項、消防法施行令（昭和36年政令
第37号）第11条第１項第２号及び第６号）

２　平成31年１月15日までに、倉庫棟に自動火災報知
設備を設置すること。

（消防法第17条第１項、消防法施行令第21条第１項第
４号及び第11号）

（平成30年11月27日掲示済）　

選挙管理委員会

奈良市選挙管理委員会告示第18号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第22条第１項の規
定により平成30年12月１日現在の選挙人名簿の登録日を
平成30年12月３日に定めたので、公職選挙法施行令（昭
和25年政令第89号）第14条第１項の規定に基づき告示し
ます。

平成30年11月20日
奈良市選挙管理委員会　

委員長　西久保　武　志　
（平成30年11月20日掲示済）　

農　業　委　員　会

奈良市農業委員会告示第16号

奈良市農業委員会平成30年12月農業委員会総会の会議
を次のとおり招集しますので、奈良市農業委員会総会会
議規則（昭和32年奈良市農業委員会告示第３号）第２条
第１項の規定により告示します。

平成30年11月30日
奈良市農業委員会長　

巽　　　一　孝　
１　日時

　平成30年12月７日（金）　午後１時30分
２　場所

　奈良市二条大路南一丁目１番１号 
　　　奈良市役所　北棟６階　第21会議室

３　審議案件　
　・法令等に基づく事務関係

⑴　農地法（昭和27年法律第229号）第３条、第４
条及び第５条に関する許可申請及び届出につい
て

⑵　農地の競売に係る買受適格証明について
⑶　農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65

号）第18条第１項の規定による農用地利用集計
画について

⑷　農地中間管理事業の推進に関する法律（平成
25年法律第101号）第19条第３項に基づく農用地
利用配分計画について

⑸　農地法第18条第６項の規定による通知の受理
について（５月専決処理分）

⑹　生産緑地法（昭和49年法律第68号）第13条の
規定による生産緑地のあっせんについて

⑺　知事許可について（11月許可分）
（平成30年11月30日掲示済）　

議　　　　　会

奈良市議会告示第14号

本日、林　　政　行　議員を奈良市広報広聴委員会の
委員に選任しました。

平成30年11月20日
奈良市議会議長　
東久保　耕　也　

（平成30年11月20日掲示済）　

奈良市議会告示第15号

本日、松　下　幸　治　議員を奈良市広報広聴委員会
の委員に選任しました。

平成30年11月22日
奈良市議会議長　
東久保　耕　也　

（平成30年11月22日掲示済）　


